
令和8年4月24日  
 

岡山県玉野市田井六丁目9番1号      
株式会社パワーエックス  

取締役 代表執行役社長 伊藤 正裕  
 

岡山県玉野市田井六丁目9番1号       
株式会社PowerX Manufacturing  

代表取締役社長 伊藤 正裕  
 

 
吸収合併に関する事前開示書面 

（吸収合併存続会社：会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191 条に基づく事前備置書面） 
（吸収合併消滅会社：会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182 条に基づく事前備置書面） 

 
 
株式会社パワーエックス（以下「吸収合併存続会社」といいます。）及び株式会社PowerX 
Manufacturing（以下「吸収合併消滅会社」といいます。）は、両社間で令和8年3月30日付吸収合
併契約書を締結し、令和8年6月1日を効力発生日とする吸収合併（以下 「本合併」といいます。）
を行うことといたしました。よって、ここに本合併に関する事前開示をいたします。なお、本合併は
完全親子会社間の無対価合併につき、吸収合併存続会社においては会社法第796条第2項に定
める簡易合併となります。 
 

記 
 
第1号　吸収合併契約の内容 
別紙１「吸収合併契約書」のとおりです。 
 
第2号　合併対価の相当性に関する事項  
本合併は、吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の発行済株式の全部を所有する完全親子会
社間の合併です。そのため、本合併に際して株式、金銭その他の合併対価の交付は行いませ
ん。完全支配関係にある当事者間の組織再編であることから、対価を交付しないことは相当であ
ると判断いたしました。 
 
第3号　合併対価について参考となるべき事項  
本合併において合併対価の交付は行わないため、該当事項はありません 。 
第4号　新株予約権の定めの相当性に関する事項 
該当事項はありません。 
 
第5号　計算書類等に関する事項 

1.​ 吸収合併存続会社に関する事項  
吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙２「吸収合併存続会社の
最終事業年度に係る計算書類」のとおりです。また、最終事業年度の末日後に、生じた会
社財産の状況に重要な影響については、別紙３「後発事象」のとおりです。 

2.​ 吸収合併消滅会社に関する事項  
吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙4「吸収合併消滅会社の
最終事業年度に係る計算書類」のとおりです。また、最終事業年度の末日後に、会社財
産の状況に重要な影響を与える事象は生じておりません。 
 

第6号　本合併効力発生日以後における債務の履行の見込みに関する事項 
本合併により吸収合併存続会社が承継する債務および本合併効力発生日以後に弁済期が到来
する吸収合併存続会社の債務について、以下の理由により履行の見込みがあるものと判断いた



します。 
1.​ 本合併における吸収合併存続会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みである

こと。 
2.​ 吸収合併存続会社の収益状況および営業キャッシュ・フローは安定しており、手元資金

の流動性も確保されていることから、本合併の効力発生日以降も、弁済期における債務
の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていないこと。 

 
以上 

 



別紙１　吸収合併契約書 
次頁以下のとおり 

 



吸収合併契約書 
 
株式会社パワーエックス（以下「甲」という。）と株式会社PowerX Manufacturing（以下「乙」とい
う。）は、吸収合併（以下「本合併」という。）に関し、会社法第748条以下の規定に従い、次のとお
り契約（以下「本契約」という。）を締結する。 
 
第1条（合併の方法および当事者の表示）  
甲および乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として本合併を行う。当事者の表
示は以下のとおりである。 
(1) 吸収合併存続会社（甲）  
商号：株式会社パワーエックス  
住所：岡山県玉野市田井6-9-1 
(2) 吸収合併消滅会社（乙）  
商号：株式会社PowerX Manufacturing  
住所：岡山県玉野市田井6-9-1 
 
第2条（合併対価および割当て）  
甲は、乙の発行済株式の全部を所有しているため、本合併に際して、乙の株主に対し、その有す
る株式に代わる金銭その他の財産の交付は一切行わない。 
 
第3条（資本金および準備金の額）  
本合併により甲の資本金および準備金の額は増加しない。 
 
第4条（効力発生日）  
本合併の効力発生日は、2026年6月1日とする。ただし、合併手続の進行上必要があるときは、
甲乙協議及び合意の上、これを変更することができる。 
 
第5条（合併承認手続） 

1.​ 甲は、会社法第796条第2項の規定（簡易合併）に基づき、株主総会の承認を得ずに本
合併を行う。 

2.​ 乙は、会社法第784条第1項の規定（略式合併）に基づき、株主総会の承認を得ずに本
合併を行う。 

 
第6条（会社財産の承継）  
乙は、効力発生日における資産、負債および権利義務の一切を甲に引き継ぎ、甲はこれを承継
する。 
 
第7条（従業員の承継）  
甲は、効力発生日において、乙の従業員を甲の従業員として承継する。詳細な処遇については甲
乙協議の上決定する。 
 
第8条（善管注意義務）  
甲および乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって業
務の執行および財産の管理運営を行うものとする。 
 
第9条（契約の変更・解除）  
本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、甲または乙
の資産もしくは経営状態に重大な変動を生じたときは、甲乙協議の上、本合併の条件を変更し、
または本契約を解除することができる。 
 
第10条（協議事項）  
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、本契約の趣旨



に従い、甲乙誠意をもって協議の上これを解決する。 
 
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。ただし、
電磁的記録により本契約を締結する場合、本契約締結の証として本書の電磁的記録を作成し、
甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管するものとします。 
 
2026年3月30日 
 
（甲）岡山県玉野市田井6-9-1 
株式会社パワーエックス  
取締役 代表執行役社長 伊藤 正裕　　印 
 
（乙）岡山県玉野市田井6-9-1  
株式会社PowerX Manufacturing  
代表取締役社長 　伊藤 正裕 　　　印 
 

 



別紙２ 吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等 
 
次頁以下のとおり 

 



 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

 





























 
 
 
 



連 結 貸 借 対 照 表 
 

（2025年12月31日現在） 
（単位：百万円） 

 

科　　目 金　額 科　　目 金　額 
（資　産　の　部）  （負　債　の　部）  

流動資産 20,197 流動負債 16,833 
現金及び預金 7,454 買掛金 882 
売掛金及び契約資産 5,881 短期借入金 4,000 
リース債権 491 1年内返済予定長期借入金 750 
商品及び製品 2,613 リース債務 82 
仕掛品 15 未払金 709 
原材料及び貯蔵品 1,889 未払費用 709 
前払金 1,444 未払法人税等 18 
前払費用 139 契約負債 9,153 
未収消費税等 67 預り金 46 
その他 201 賞与引当金 185 

固定資産 6,038 受注損失引当金 142 
有形固定資産 4,948 製品保証引当金 144 
建物 2,206 その他 8 
機械及び装置 1,032 固定負債 2,754 
車両運搬具 87 長期借入金 2,000 
工具、器具及び備品 293 リース債務 595 
土地 1,001 資産除去債務 71 
リース資産 157 その他 87 
建設仮勘定 169 負債合計 19,587 

無形固定資産 74 （純 資 産 の 部）  
特許権 0 株主資本 6,165 
商標権 0 資本金 4,634 
ソフトウェア 73 資本剰余金 3,190 

投資その他の資産 1,016 利益剰余金 △1,659 

関係会社出資金 7 その他の包括利益累計
額 64 

長期前払費用 27 繰延ヘッジ損益 64 
繰延税金資産 608 新株予約権 418 
その他 372 純資産合計 6,648 

資産合計 26,236 負債及び純資産合計 26,236 
 

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 



連 結 損 益 計 算 書 
 

 

( 2025 
2025 

年 
年 

1 
12 
月 
月 

1 
31 
日から 
日まで ） 

（単位：百万円） 
 

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額 
売上高  19,306 
売上原価  14,073 

売上総利益  5,232 
販売費及び一般管理費  5,909 

営業損失（△）  △677 
営業外収益   

受取利息 2  
弁償金 10  
受取奨励金 2  
その他 1 17 

営業外費用   
支払利息 261  
株式交付費 24  
資金調達費用 571  
為替差損 49  
支払補償費 221  
その他 7 1,136 
経常損失（△）  △1,796 

特別利益   
国庫補助金受贈益 90  
新株予約権戻入益 4 95 

特別損失   
固定資産除却損 0  
固定資産圧縮損 86  
減損損失 246  
解約違約金 243 577 
税金等調整前当期純損失（△）  △2,278 
法人税、住民税及び事業税 10  
法人税等調整額 △642 △631 
当期純損失（△）  △1,646 
親会社株主に帰属する当期純損失（△）  △1,646 

 

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 



連結株主資本等変動計算書 
 

 

( 2025 
2025 

年 
年 

1 
12 
月 
月 

1 
31 
日から 
日まで ） 

（単位：百万円） 
 

 

株主資本 その他の包括利益累計
額 

新株予約権 純資産 
合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 
合計 

繰延ヘッジ
損益 

その他の包
括 
利益累計額
合計 

当期首残高 9,089 9,049 △16,707 1,431 － － 238 1,670 

当期変動額         

新株の発行 3,177 3,177  6,355  －  6,355 
新株の発行 
（新株予約権の行使） 12 12  25  －  25 

親会社株主に帰属
す 
る当期純損失（△） 

  △1,646 △1,646  －  △1,646 

減資 △7,645 7,645  －  －  － 

欠損填補  △16,694 16,694 －  －  － 
株主資本以外の項
目の連結 
会計年度中の変動額
（純額） 

   － 64 64 179 243 

当期変動額合計 △4,454 △5,858 15,047 4,734 64 64 179 4,978 

当期末残高 4,634 3,190 △1,659 6,165 64 64 418 6,648 
 

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 

 



貸　借　対　照　表 
 

（2025年12月31日現在） 
（単位：百万円） 

 

科　　目 金　額 科　　目 金　額 
（資　産　の　部）  （負　債　の　部）  

流動資産 20,168 流動負債 17,175 
現金及び預金 7,279 買掛金 882 
売掛金 5,879 短期借入金 4,360 
契約資産 1 1年内返済予定長期借入金 750 
リース債権 491 リース債務 82 
商品及び製品 2,613 未払金 734 
仕掛品 15 未払費用 703 
原材料及び貯蔵品 1,887 未払法人税等 13 
前払金 1,444 契約負債 9,147 
前払費用 136 預り金 39 
短期貸付金 150 賞与引当金 172 
未収消費税等 66 受注損失引当金 142 
その他 203 製品保証引当金 144 

固定資産 6,507 その他 0 
有形固定資産 4,813 固定負債 2,754 
建物 2,204 長期借入金 2,000 
機械及び装置 899 リース債務 595 
車両運搬具 87 資産除去債務 71 
工具、器具及び備品 292 その他 87 
土地 1,001 負債合計 19,929 
リース資産 157 （純 資 産 の 部）  
建設仮勘定 169 株主資本 6,363 

無形固定資産 74 資本金 4,634 
特許権 0 資本剰余金 3,190 
商標権 0 資本準備金 3,190 
ソフトウェア 73 利益剰余金 △1,461 

投資その他の資産 1,620 その他利益剰余金 △1,461 
関係会社株式 610 繰越利益剰余金 △1,461 
関係会社出資金 7 評価・換算差額等 64 
長期前払費用 27 繰延ヘッジ損益 64 
繰延税金資産 603 新株予約権 318 
その他 372 純資産合計 6,746 

資産合計 26,676 負債及び純資産合計 26,676 
 

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 



損　益　計　算　書 
 

 

( 2025 
2025 

年 
年 

1 
12 
月 
月 

1 
31 
日から 
日まで ） 

（単位：百万円） 
 

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額 
売上高  19,306 
売上原価   

商品及び製品期首棚卸高 1,466  
当期製品製造原価 10,880  
当期商品仕入高 4,837  
合計 17,184  
他勘定振替高 496  
商品及び製品期末棚卸高 2,613 14,075 
売上総利益  5,231 

販売費及び一般管理費  5,718 
営業損失（△）  △487 

営業外収益   
受取利息 3  
弁償金 10  
受取奨励金 2  
業務受託料 1  
その他 1 18 

営業外費用   
支払利息 265  
株式交付費 24  
資金調達費用 571  
為替差損 49  
支払補償費 221  
その他 7 1,139 
経常損失（△）  △1,608 

特別利益   
国庫補助金受贈益 90  
新株予約権戻入益 4 95 

特別損失   
固定資産除却損 0  
固定資産圧縮損 86  
減損損失 246  
解約違約金 243 577 
税引前当期純損失（△）  △2,090 
法人税、住民税及び事業税 7  
法人税等調整額 △636 △628 
当期純損失（△）  △1,461 

 

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 



株主資本等変動計算書 
 

 

( 2025 
2025 

年 
年 

1 
12 
月 
月 

1 
31 
日から 
日まで ） 

（単位：百万円） 
 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本準備金 その他 

資本剰余金 
資本剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

当期首残高 9,089 9,049 － 9,049 △16,694 △16,694 1,443 
当期変動額        
新株の発行 3,177 3,177  3,177  － 6,355 
新株の発行（新 
株予約権の行
使） 

12 12  12  － 25 

当期純損失（△）    － △1,461 △1,461 △1,461 
減資 △7,645 △9,049 16,694 7,645  － － 
欠損填補   △16,694 △16,694 16,694 16,694 － 
株主資本以外
の 
項目の事業年
度 
中の変動額（純
額） 

   －  － － 

当期変動額合
計 △4,454 △5,858 － △5,858 15,233 15,233 4,919 

当期末残高 4,634 3,190 － 3,190 △1,461 △1,461 6,363 
 

 
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産 
合計 繰延ヘッジ

損益 
評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 － － 238 1,682 
当期変動額     
新株の発行  －  6,355 
新株の発行（新 
株予約権の行
使） 

 －  25 

当期純損失（△）  －  △1,461 
減資  －  － 
欠損填補  －  － 
株主資本以外
の 
項目の事業年
度 
中の変動額（純
額） 

64 64 79 143 

当期変動額合
計 64 64 79 5,063 

当期末残高 64 64 318 6,746 
 
（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 

連結会計監査人の監査報告書　謄本 
 



 

独立監査人の監査報告書 
 

 

2026年2月20日  
株式会社パワーエックス 
 

取締役会　御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 
東京事務所    

      

指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 上　 田　 雅　 也   
      

指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 樋　 野　 智　 也   

      
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 菊　 池　 寛　 康   

 
監査意見 
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社パワーエックスの2025年1月1日から2025年12
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。 
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社パワーエックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に
従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及
び取締役の職務の執行を監視することにある。 
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 

 



 

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。 
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。 
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 
連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任 
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。 
 
連結計算書類の監査における監査人の責任 
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連
結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。 

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

 
 



 

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が
適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。 

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。 
 
利害関係 
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。 

以　上 
 

 
 



会計監査人の監査報告書　謄本 
 

 

独立監査人の監査報告書 
 

 

2026年2月20日  
株式会社パワーエックス 
 

取締役会　御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 
東京事務所    

      

指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 上　 田　 雅　 也   
      

指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 樋　 野　 智　 也   

      
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 菊　 池　 寛　 康   

 
監査意見 
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社パワーエックスの2025年1月1日から2025
年12月31日までの第5期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。 
 
監査意見の根拠 
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及
び取締役の職務の執行を監視することにある。 
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 

 



 

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。 
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。 
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 
計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任 
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書
類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。 

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

 
 



 

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。 

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。 
 
利害関係 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上 
 

 
 



監査委員会の監査報告書　謄本 
 

 

監　査　報　告　書 
 
　当監査委員会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第5期事業年度における取締役及び執行役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 
 
1．監査の方法及びその内容 
　監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法
で監査を実施しました。 
①監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出
席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。 

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み、並びに会社
法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他に
おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。 

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。 

 
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
 

 



 
2．監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 
②　取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。 

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（3）連結計算書類の監査結果 
　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 
3．後発事象（重要な後発事象がある場合） 
　なし 

 
　2026年2月20日 

 
株式会社パワーエックス　監査委員会   

監査委員 芹　澤　　　貢 ㊞  
監査委員 鍵　本　忠　尚 ㊞  
監査委員 佐久間　達　哉 ㊞  

 
（注）監査委員芹澤貢、及び佐久間達哉は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定する社外取締役であり

ます。 
 

 
 



連結注記表 
 
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 
1．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数　2社 
連結子会社の名称 
　株式会社PowerX Manufacturing 
　株式会社海上パワーグリッド 

 
2．持分法の適用に関する事項 
（1）持分法を適用した関連会社の数 

　該当事項はありません。 
（2）持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称 

　PXAM合同会社 
　PXAM合同会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法
の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分
法の適用から除外しております。 

 
3．連結子会社の事業年度等に関する事項 
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

 
4．会計方針に関する事項 
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産 
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 
①商品及び製品、仕掛品 
　月次総平均法 
②原材料 
　移動平均法 
③貯蔵品 
　最終仕入原価法 
 

（2）重要な固定資産の減価償却の方法 
①有形固定資産 
　定額法を採用しております。ただし、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。なお、
主な耐用年数は次のとおりであります。 

 



建物 8 ～ 38 年 
機械及び装置 2 ～ 17 年 
車両運搬具 2 ～ 7 年 
工具、器具及び備品 2 ～ 15 年 

②無形固定資産 
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっています。 
③リース資産 
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るもの 
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 
 

（3）重要な繰延資産の処理方法 
株式交付費 
　支出時に全額費用処理しております。 
 

（4）重要な引当金の計上基準 
①賞与引当金 
　従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 
②受注損失引当金 
　当連結会計年度末における受注案件に係る将来損失に備えるため、損失が発生すると見込まれ、かつ
当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上して
おります。 
③製品保証引当金 
　製品保証の費用に備えるため、製品販売の際の無償保証や契約不適合責任等によって、翌連結会計年
度以降に発生する保証費用見込額を計上しております。 
 

（5）重要な収益及び費用の計上基準 
　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点（収益を認識する通常の時点）等は、以下のとおりです。 
　当社グループでは、系統用蓄電池、産業・商業用蓄電池などの用途で利用可能な大型定置用蓄電システ
ム「PowerX Mega Power」、中型定置用蓄電システム「PowerX Cube」などの製造販売、稼働試験業務及
びメンテナンス等を行うBESS事業、蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」の製造販売、
メンテナンス及び自社拠点でのEV充電サービスを行うEVCS事業、事業者向けの電力提供サービス及び蓄
電所運営事業者向けの蓄電池製品販売を行う電力事業を報告セグメントとしております。 
　これらの事業において発生する取引の対価は、履行義務充足後、1年以内に受領しており、重大な金融要
素は含んでおりません。 

 



①蓄電池製品及び関連する商品の販売 
　BESS事業及び電力事業において「PowerX Mega Power」及び「PowerX Cube」の、またBESS事業及
びEVCS事業において「PowerX Hypercharger」の製造販売を行うとともに、関連する商品の販売を行って
おります。これらの製品及び商品の販売については、製品及び商品を引渡し顧客が検収した時点で顧客
が当該製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点に
おいて収益を認識しております。 
②役務の提供 
　当社では各事業において蓄電池製品に係る稼働試験業務及びメンテナンス等の役務の提供を行ってお
ります。このような役務の提供のうち、稼働試験業務等の開始から検収までの期間がごく短い契約につい
ては、検収時点において履行義務が充足されたものとみなし、当該時点で収益を認識しております。また、
メンテナンスについては、主たる履行義務である年次点検の実施、検収時点において履行義務が充足され
たものと判断し、当該時点で収益を認識しております。 
　なお、蓄電池製品及び関連する商品と稼働試験業務等は通常、合わせて販売しており、製品等の納入と
稼働試験業務等が契約上で別個の履行義務と識別されるものに関しては、契約金額を独立販売価格とし
て各履行義務へ配分しております。 
③EV充電サービス 
　EVCS事業において「PowerX Hypercharger」を利用したEVユーザー向け充電サービス「PowerX　
Charge Station」を提供しております。EV充電サービスについては、顧客のEVへの充電が完了した時点
で収益を認識しております。 
④電力提供サービス 
　電力事業では金融機関や事業会社などの需要家に対する電力小売を行っております。電力小売は電力
供給契約に従って当社が契約期間にわたり顧客に対し電力を供給することが履行義務であり、供給した電
力量等に応じて履行義務を充足し、毎月の供給量等に基づいて収益を認識しております。 
 

（6）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理し
ております。 
 

（7）重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
原則として繰延ヘッジ処理によっております。為替リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を採用しております。 
②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段：為替予約 
ヘッジ対象：外貨建金銭債務 

 



③ヘッジ方針 
将来の為替相場の変動によるリスクを回避することを目的に、実需の範囲内で為替予約を利用する方

針であります。 
④ヘッジ有効性評価の方法 
外貨建予定取引に係る為替予約については、予定取引の主要な取引条件の予測可能性及びその実行

可能性を検討し、有効性の評価を行っております。 なお、振当処理によっている外貨建金銭債権債務等に
係る為替予約は振当処理の要件を満たしていることを確認しており、その判定をもって有効性の評価に代
えております。 

 
 
会計上の見積りに関する注記 
1．固定資産の減損 

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 
有形固定資産 4,948 百万円 
無形固定資産 74 百万円 
減損損失 246 百万円 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
① 算出方法 
当社グループは、減損の兆候が認められ、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る資産

グループについては、帳簿価額を使用価値又は正味売却価額のいずれか高い価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として計上しております。 

 
② 主要な仮定 
減損損失の認識の判定において利用する割引前将来キャッシュ・フローの算定にあたっては、事業計画を

基礎としております。当該事業計画には、市場動向や生産計画、販売計画等についての一定の仮定が含ま
れており、以下を主要な仮定として、将来の不確実性を考慮して見積っております。 
・蓄電池製品の販売予定数量 
・「PowerX Charge Station」の各拠点の利用者による予定充電量 
また正味売却価額は、外部の専門家から入手した鑑定評価書等に基づき見積りを行っております。 

 
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 
　減損損失の認識及び測定に当たっては、その時点における合理的で信頼性のある情報に基づき将来
キャッシュ・フロー及び正味売却価額の見積りを行っておりますが、経済条件の変動等により当該見積りや仮
定の見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において追加の減損損失を計上する可能
性があります。 

 



2．繰延税金資産の回収可能性 
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

繰延税金資産 608 百万円 
 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
① 算出方法 
当社グループは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）に

従って過去の税務上の欠損金の発生状況及び将来の課税所得の見積りにより企業分類を判定し、一時差
異等の解消年度のスケジューリングを行い、回収可能と見込まれる金額について繰延税金資産を計上して
おります。 

 
② 主要な仮定 
　将来の課税所得の見積りにつきましては、翌連結会計年度以降の予算及び中期事業計画を基礎としてお
り、蓄電池製品の販売予定数量を主要な仮定として、将来の不確実性を考慮して見積っております。 

 
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 
　将来の課税所得の見積りに当たっては、その時点における受注残高など合理的で信頼性のある情報に基
づいて算出しておりますが、経済条件の変動等により当該見積りや仮定の見直しが必要となった場合、翌連
結会計年度の連結計算書類において繰延税金資産の取崩し及び法人税等調整額を計上する可能性があり
ます。 

 
 
連結貸借対照表に関する注記 
1．顧客との契約から生じた債権及び契約資産の内訳 

売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおり
であります。 

売掛金 5,879 百万円 
契約資産 1 百万円 

 
2． 有形固定資産の減価償却累計額 885 百万円 
 
3．圧縮記帳額 

当連結会計年度に取得した有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、以下の通りであ
ります。 

機械及び装置 86 百万円 
 



4．担保に供している資産及び担保に係る債務 
（1）担保に供している資産 

売掛金及び契約資産 5,937 百万円 
短期貸付金 150 百万円 
棚卸資産 4,517 百万円 
建物 2,206 百万円 
機械及び装置 1,032 百万円 
土地 1,001 百万円 

計 14,845 百万円 
（注）上記は担保協定書に定められた、グループ単純合算かつ連結相殺前の金額となります。 

 
（2）担保に係る債務 

短期借入金 4,000 百万円 
長期借入金 2,750 百万円 

計 6,750 百万円 
（注）長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。 

 
5．コミットメントライン契約及び金銭消費貸借契約とこれに係る財務制限条項 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約及び金銭消費貸
借契約を締結しております。なお、当該契約には、それぞれ以下の財務制限条項等が付されており、抵触した
場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。 

 
（1）コミットメントライン契約（本契約の相手先の名称：株式会社みずほ銀行） 

2025年3月以降、毎月末時点の、借入人連結会社の連結処理を行った精算表上の純資産額を、正の値に維
持すること。 
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入実行残高等は次のとおりであります。 
コミットメントラインの総額 4,000 百万円 
借入実行残高 4,000 百万円 
差引額 － 百万円 

 
（2）金銭消費貸借契約（本契約の相手先の名称：新生信託銀行株式会社） 
①自己資本比率維持 
各四半期末の自己資本比率（貸借対照表又は試算表上の純資産の部の合計金額を、純資産の部と負債の

部の合計金額により除して得られる値）を20%以上に維持すること。但し、当該条項への抵触が6ヶ月以上継続
した場合又は当該自己資本比率が15%を下回ることとなった場合を除き、期限の利益喪失事由には該当しな
いものとする。 

 



②利益維持 
2025年12月期以降（2025年12月期を含む。）、各決算期末における営業利益又は経常利益のいずれかが

一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。ただし、経常利益については、(i)新規貸付契約に係るアレンジメン
トフィーその他アップフロントで支払を要する費用、(ii)PO又はIPO準備コスト（証券会社に対する手数料の支払
を含む。）および(iii)本貸付契約の変更に係る各アメンドメントフィーを足し戻して算出する。 
 
③フリー・キャッシュフローの維持 

2025年12月期以降（2025年12月期を含む。）の各四半期末において、当該対象期の連結ベースのフリー・
キャッシュフローの合計値、及び当該対象期の直前の四半期の連結ベースのフリー・キャッシュフローの合計値
を2期連続で赤字にしないこと。 
 
④バランスシートモニタリング 
各四半期決算において、連結ベースにおける本貸付の総借入額が流動資産（現預金、売上債権、棚卸資

産、前払費用及び貸倒引当金をいう。）の残高ならびに土地および工場の鑑定評価額の合計額を超えないよう
にすること。 
 
上記、財務制限条項については、会計基準の変更があった場合には、当該変更による影響について全当事

者で協議することとなっております。 
 
なお、2025年2月17日付の新生信託銀行株式会社との合意に基づき、当連結会計年度末において、③フ

リー・キャッシュフローの維持及び④バランスシートモニタリングについて、当連結会計年度の数値によらず財務
制限条項への抵触が生じなかったものとみなす同意を得ております。また、②利益維持においても、財務制限
条項への抵触はあるものの、期限の利益喪失事由への該当はありません。 

 
当該契約に基づく当連結会計年度末における借入金残高は次のとおりであります。 
長期借入金 2,750 百万円 

（注）長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。 
 

 



連結株主資本等変動計算書に関する注記 
1．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び数 

普通株式 36,353,600 株 
 
2．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
　該当事項はありません。 

 
3．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数 

普通株式 5,471,100 株 
 
 
金融商品に関する注記 
1．金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 

　当社グループは、事業計画に照らして必要な運転資金及び設備投資資金を、銀行等金融機関からの借入
等のほか、株式発行等状況に応じて最適と判断した手法により調達しております。なお、デリバティブ取引は
後述するリスクを回避するために利用しており、当社グループは投機的な取引は行わない方針であります。 

 
（2）金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 

　営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。 
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内に決済または支払期日が到来するもので
あり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、外貨建ての営業
債務は為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用し当該リスクをヘッジしております。 
　借入金は運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、主に変動金利によるものでありま
す。これら借入金は金利の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。 

 
（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 
　当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理するとと
もに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、当社では必要に応じ
て前受金や預り金を受入れ、信用リスクの軽減を図っております。 

 



② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 
　為替変動リスクについては、原則として為替予約を利用してヘッジしております。為替予約については、
為替リスク管理規程に基づいて実需の範囲内で財務経理部が取引を行い、為替予約の取組状況及び予
約残高については定期的に執行役会へ報告しております。 
　借入金の金利変動リスクについては、随時、市場金利の動向を監視する等により対応しております。 
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 
　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも
に、手許流動性を適切に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 

 
（4）信用リスクの集中 

　当連結会計年度末における営業債権のうち46.1％が特定の大口顧客に対するものであります。 
 

2．金融商品の時価等に関する事項 
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金及び預金、売
掛金及び契約資産、未収消費税等、買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等については、短期間で決
済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。 

（単位：百万円） 
 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

長期借入金（*1） 2,750 2,750 － 
負債計 2,750 2,750 － 

デリバティブ取引（*2） 92 92 － 
（*1）長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。 
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては（　）で表示しております。 
 
（注1）長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 1年内 1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 5年超 

長期借入金 750 2,000 － － － － 
負債計 750 2,000 － － － － 

 
（注2）関係会社出資金は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020

年3月31日）第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。なお、当該出資の連結貸借対照表計
上額は7百万円であります。 

 



3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。 

レベル1の時価 ： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 
レベル2の時価 ： レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 
レベル3の時価 ： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 
 
（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 
 

区分 
時価（百万円） 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 
デリバティブ取引     
通貨関連 － 92 － 92 

資産計 － 92 － 92 
 
（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

 

区分 
時価（百万円） 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 
長期借入金 － 2,750 － 2,750 

負債計 － 2,750 － 2,750 
 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 
デリバティブ取引 
　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、
レベル2の時価に分類しております。 
長期借入金 
　長期借入金の時価について、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近
似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を
同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。なお、1年以内に返済予定の長期借入金を含めた金額を記載しております。 

 
 



収益認識に関する注記 
1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 
　当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、財又はサービスの移転時期別に分
解した場合の内訳は以下のとおりであります。 

（百万円） 

 
報告セグメント 

BESS事業 EVCS事業 電力事業 合計 
一時点で移転される財又はサービス 17,083 1,145 461 18,691 
一定の期間にわたり移転される財 
又はサービス 18 4 592 615 

外部顧客への売上高 17,102 1,149 1,054 19,306 
 
2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 
　収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注
記等 4．会計方針に関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 
3．当連結会計年度及び翌連結会計年度の収益の金額を理解するための情報 
（1）契約資産及び契約負債の残高等 

 当連結会計年度 
（2025年12月31日） 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,158 百万円 
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 5,879 百万円 
契約資産（期首残高） 1 百万円 
契約資産（期末残高） 1 百万円 
契約負債（期首残高） 1,130 百万円 
契約負債（期末残高） 9,153 百万円 

 

　契約資産は、電力販売について期末時点で履行義務を充足しているものの未請求の対価に対する当社の
権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契
約から生じた債権に振替えられます。当該対価は、支払条件に従い請求し、主として2ヶ月以内に受領してお
ります。 
　契約負債は主に、履行義務の充足時点に収益を認識する顧客に対する蓄電池製品の販売契約について、
契約条件に基づき顧客から受け取った前受金、及び電力供給契約に基づき顧客から契約金等を受け取った
こと等による前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。 

 



　当連結会計年度に認識した収益の額のうち、期首の契約負債残高等に含まれていたものは、948百万円で
あります。契約負債の増減は、主として前受金の受取りと収益認識によるものであります。なお、過去の期間
に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の金額はありません。 

 
（2）残存履行義務に配分した取引価格 

　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に
予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当連結会計年度末におけ
る未充足（又は部分的に未充足）の履行義務の主な内容は、BESS事業及びEVCS事業における蓄電池製
品の販売に関するものです。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な
金額はありません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる時期は、以下の
とおりであります。なお、収益の認識が見込まれる最長期間は、10年以内であります。 

 

 当連結会計年度 
（2025年12月31日） 

1年以内 6,219 百万円 
1年超 2,050 百万円 

合計 8,270 百万円 
 
 
1株当たり情報に関する注記 

1株当たり純資産額 171円38銭 
1株当たり当期純損失（△） △51円40銭 

 

（注）当社は2025年8月9日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計
年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産及び1株当たり当期純損失（△）を算
定しております。 

 
 



重要な後発事象に関する注記 
1．第三者割当による新株式の発行 

当社は、2025年12月19日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあた
り、2025年11月21日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行うオー
バーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次の
とおり決議し、2026年1月19日に払込が完了いたしました。 

(1)  募集方法                    第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）​
(2)  発行する株式の種類及び数    普通株式 1,158,200株​
(3)  払込価格                    1株当たり1,020円​
(4)  割当価格                    1株当たり1,128.50円​
(5)  資本組入額　　　　　　　　  1株当たり564.25円​
(6)  割当価格の総額              1,307,028千円​
(7)  資本組入額の総額            653,514千円​
(8)  払込期日                    2026年1月19日​
(9)  割当先                      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 
(10) 資金使途                    PowerX Mega Power 2500の開発資金、東京オフィス移転資金、Power 

Base第2工場建設資金に充当する予定です。 
 
2．新株予約権の行使 

当連結会計年度の末日後、2026年1月31日までの間に第2回新株予約権、第5回新株予約権、第8回新
株予約権、第9回新株予約権、及び第10回新株予約権の一部が行使されております。 
当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。 

 第2回新株予約権 第5回新株予約権 第8回新株予約権 
行使新株予約権数 1,000個 25個 21個 
交付株式数 普通株式　10,000株 普通株式　25,000株 普通株式　21,000株 
資本金増加額 306千円 2,422千円 7,480千円 
資本準備金増加額 306千円 2,422千円 7,480千円 

 
 第9回新株予約権 第10回新株予約権 
行使新株予約権数 5個 58個 
交付株式数 普通株式　5,000株 普通株式　58,000株 
資本金増加額 1,781千円 20,166千円 
資本準備金増加額 1,781千円 20,166千円 

 
 



その他の注記 
1．資産除去債務に関する注記 

(1) 資産除去債務のうち、連結貸借対照表に計上しているもの 
① 当該資産除去債務の概要 
　不動産賃貸借契約で定める、当社が設置する機械装置撤去に伴う原状回復義務費用等であります。 
 
② 当該資産除去債務の金額の算定方法 
　当社が設置する機械装置の使用見込期間を2年から17年と見積り、長期国債の金利を参考に使用見込期
間に対応する割引率を使用して、資産除去債務の金額を算定しております。なお、機械装置の使用見込期間
経過前に退去が見込まれる拠点については、賃貸借契約の期間にて償却しております。 
 
③ 当連結会計年度における当該資産除去債務の増減額 
期首残高 35 百万円 

当期新規計上額 34 百万円 

時の経過による調整額 0 百万円 

期末残高 71 百万円 
 

(2) 資産除去債務のうち、連結貸借対照表に計上していないもの 
　当社グループは、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務
として認識しております。 
　不動産賃貸借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、
不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込まれないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

 
2．減損損失に関する注記 

用途 種類 場所 金額 
事業用資産 機械及び装置 千葉県南房総市他 175 百万円 
事業用資産 工具、器具及び備品 岡山県玉野市 32 百万円 
事業用資産 建設仮勘定 岡山県玉野市 38 百万円 

合計 246 百万円 
　当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行い、遊休資産に
ついては個別資産ごとにグルーピングを行っております。 
　減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来
キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として計上しております。 

 



　当連結会計年度において、主にEVユーザー向け充電サービス「PowerX Charge Station」の自社拠点につ
いて、営業損益が継続してマイナスとなる見込みであることから、当該事業における資産について減損の兆
候を識別し、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フロー
が帳簿価額を下回ったため、減損損失を計上しております。 
　回収可能価額は、使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額により評価しております。将来キャッシュ・
フローに基づく使用価値が不透明のものについては、保守的に零として評価し、正味売却価額は合理的に算
定された評価額等に基づき評価しております。 

 
3．固定資産圧縮損の内訳に関する注記 

　固定資産圧縮損の内訳は以下のとおりであります。 
機械及び装置 86 百万円 
合計 86 百万円 

 



個別注記表 
 
重要な会計方針に係る事項に関する注記 
1．重要な資産の評価基準及び評価方法 
（1）有価証券の評価基準及び評価方法 

　子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 
（2）棚卸資産の評価基準 

　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 
①商品及び製品、仕掛品 
　月次総平均法 
②原材料 
　移動平均法 
③貯蔵品 
　最終仕入原価法 

 
2．重要な固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産 

　定額法を採用しております。ただし、工具、器具及び備品については定率法を採用しております。なお、主な
耐用年数は次のとおりであります。 

建物 8 ～ 38 年 
機械及び装置 2 ～ 17 年 
車両運搬具 2 ～ 7 年 
工具、器具及び備品 2 ～ 15 年 

（2）無形固定資産 
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（5年）に
基づく定額法によっています。 

（3）リース資産 
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るもの 
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 
 

3．重要な繰延資産の処理方法 
株式交付費 
　支出時に全額費用処理しております。 
 

4．重要な引当金の計上基準 
（1）賞与引当金 

　従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 
 



（2）受注損失引当金 
　当事業年度末における受注案件に係る将来損失に備えるため、損失が発生すると見込まれ、かつ当該損
失額を合理的に見積ることが可能なものについて、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。 

（3）製品保証引当金 
　製品保証の費用に備えるため、製品販売の際の無償保証や契約不適合責任等によって、翌事業年度以降
に発生する保証費用見込額を計上しております。 

 
5．重要な収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の
時点（収益を認識する通常の時点）等は、以下のとおりです。 
当社では、系統用蓄電池、産業・商業用蓄電池などの用途で利用可能な大型定置用蓄電システム「

PowerX Mega Power」、中型定置用蓄電システム「PowerX Cube」などの製造販売、稼働試験業務及びメ
ンテナンス等を行うBESS事業、蓄電池型急速EV充電システム「PowerX Hypercharger」の製造販売、メン
テナンス及び自社拠点でのEV充電サービスを行うEVCS事業、事業者向けの電力小売及び蓄電所運営事
業者向けの蓄電池製品販売を行う電力事業を報告セグメントとしております。 
　これらの事業において発生する取引の対価は、履行義務充足後、1年以内に受領しており、重大な金融要
素は含んでおりません。 

（1）蓄電池製品及び関連する商品の販売 
BESS事業及び電力事業において「PowerX Mega Power」及び「PowerX Cube」の、またBESS事業及び

EVCS事業において「PowerX Hypercharger」の製造販売を行うとともに、関連する商品の販売を行っており
ます。これらの製品及び商品の販売については、製品及び商品を引渡し顧客が検収した時点で顧客が当該
製品及び商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該時点において収
益を認識しております。 

（2）役務の提供 
当社では各事業において蓄電池製品に係る稼働試験業務及びメンテナンス等の役務の提供を行っており

ます。このような役務の提供のうち、稼働試験業務等の開始から検収までの期間がごく短い契約について
は、検収時点において履行義務が充足されたものとみなし、当該時点で収益を認識しております。また、メン
テナンスについては、主たる履行義務である年次点検の実施、検収時点において履行義務が充足されたも
のと判断し、当該時点で収益を認識しております。 
なお、蓄電池製品及び関連する商品と稼働試験業務等は通常、合わせて販売しており、製品等の納入と

稼働試験業務等が契約上で別個の履行義務と識別されるものに関しては、契約金額を独立販売価格として
各履行義務へ配分しております。 

（3）EV充電サービス 
EVCS事業において「PowerX Hypercharger」を利用したEVユーザー向け充電サービス「PowerX 

Charge Station」を提供しております。EV充電サービスについては、顧客のEVへの充電が完了した時点で
収益を認識しております。 

 



（4）電力提供サービス 
電力事業では金融機関や事業会社などの需要家に対する電力小売を行っております。電力小売は電力供

給契約に従って当社が契約期間にわたり顧客に対し電力を供給することが履行義務であり、供給した電力量
等に応じて履行義務を充足し、毎月の供給量等に基づいて収益を認識しております。 

 
6．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しておりま
す。 
 

7．重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。為替リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている
場合には振当処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段：為替予約 
ヘッジ対象：外貨建金銭債務 

③ ヘッジ方針 
将来の為替相場の変動によるリスクを回避することを目的に、実需の範囲内で為替予約を利用する方針

であります。 
④ ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建予定取引に係る為替予約については、予定取引の主要な取引条件の予測可能性及びその実行可
能性を検討し、有効性の評価を行っております。 なお、振当処理によっている外貨建金銭債権債務等に係る
為替予約は振当処理の要件を満たしていることを確認しており、その判定をもって有効性の評価に代えてお
ります。 

 
 
会計上の見積りに関する注記 
1．固定資産の減損 

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 
有形固定資産 4,813 百万円 
無形固定資産 74 百万円 
減損損失 246 百万円 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
　連結計算書類「連結注記表　会計上の見積りに関する注記　1．固定資産の減損」に記載した内容と同一であ
ります。 

 



2．繰延税金資産の回収可能性 
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 

繰延税金資産 603 百万円 
 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 
　連結計算書類「連結注記表　会計上の見積りに関する注記　2．繰延税金資産の回収可能性」に記載した内
容と同一であります。 
 
 

貸借対照表に関する注記 
1． 有形固定資産の減価償却累計額 824 百万円 
 
2．圧縮記帳額 

当事業年度に取得した有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は、以下の通りでありま
す。 

機械及び装置 86 百万円 
 
3．担保に供している資産及び担保に係る債務 
（1）担保に供している資産 

売掛金 5,879 百万円 
契約資産 1 百万円 
短期貸付金 150 百万円 
棚卸資産 4,515 百万円 
建物 2,204 百万円 
機械及び装置 899 百万円 
土地 1,001 百万円 

計 14,653 百万円 
 
（2）担保に係る債務 

短期借入金 4,000 百万円 
長期借入金 2,750 百万円 

計 6,750 百万円 
 

（注）長期借入金には1年内返済予定長期借入金を含んでおります。 
 
4．コミットメントライン契約及び金銭消費貸借契約とこれに係る財務制限条項 
　連結計算書類の「連結注記表　連結貸借対照表に関する注記　5．コミットメントライン契約及び金銭消費貸借
契約とこれに係る財務制限条項」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。 

 



5．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く） 
短期金銭債権 153 百万円 
短期金銭債務 423 百万円 
長期金銭債務 180 百万円 

 
 
損益計算書に関する注記 
1．関係会社との取引高 
　営業取引による取引高 

売上原価 282 百万円 
営業取引以外の取引高 14 百万円 

 
2． 研究開発費の総額 1,586 百万円 
 
3．減損損失 
 

用途 種類 場所 金額 

事業用資産 機械及び装置 千葉県南房総市他 175 百万円 

事業用資産 工具、器具及び備品 岡山県玉野市 32 百万円 

事業用資産 建設仮勘定 岡山県玉野市 38 百万円 

合計 246 百万円 
 

　当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行い、遊休資産については
個別資産ごとにグルーピングを行っております。 
　減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来
キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として計上しております。 
　当事業年度において、EVユーザー向け充電サービス「PowerX Charge Station」の自社拠点における営業
損益が継続してマイナスとなる見込みであることから、当該事業における資産について減損の兆候を識別し、
割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額
を下回ったため、減損損失を計上しております。 
　回収可能価額は、使用価値と正味売却価額のいずれか高い価額により評価しております。将来キャッシュ・
フローに基づく使用価値が不透明のものについては、保守的に零として評価し、正味売却価額は合理的に算
定された評価額等に基づき評価しております。 

 



4．固定資産圧縮損の内訳は以下のとおりであります。 
機械及び装置 86 百万円 
合計 86 百万円 

 
 
株主資本等変動計算書に関する注記 
　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 
　当事業年度末において自己株式を保有しておりません。 

 
 
税効果会計関係に関する注記 
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   
未払事業税 16 百万円 
賞与引当金 52 百万円 
減価償却超過額 34 百万円 
繰延資産 21 百万円 
減損損失 823 百万円 
研究開発費 164 百万円 
ソフトウェア償却超過額 249 百万円 
税務上の繰越欠損金 3,924 百万円 
その他 375 百万円 

繰延税金資産小計 5,664 百万円 
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △3,796 百万円 
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,229 百万円 

評価性引当額小計 △5,025 百万円 
繰延税金資産合計 638 百万円 
繰延税金負債   
資産除去債務 △7 百万円 
繰延ヘッジ損益 △28 百万円 

繰延税金負債合計 △35 百万円 
繰延税金資産純額 603 百万円 

 
 



リースにより使用する固定資産に関する注記 
1．ファイナンス・リース取引 
（借主側） 
所有権移転ファイナンス・リース 
（1）リース資産の内容 

有形固定資産 
　電力小売関連の蓄電池設備（機械装置）であります。 

（2）リース資産の減価償却の方法 
　「重要な会計方針に係る事項に関する注記　2．重要な固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり
ます。 

 
（貸主側） 
所有権移転ファイナンス・リース 
（1）リース債権の決算日後の回収予定額 

流動資産 
（単位：百万円） 

 1年内 1年超 
2年以内 

2年超 
3年以内 

3年超 
4年以内 

4年超 
5年以内 5年超 

リース債権 76 79 82 86 89 76 
 
2．オペレーティング・リース取引 
（借主側） 
　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

1年内 287 百万円 
1年超 1,967 百万円 

合計 2,255 百万円 
 

 



関連当事者との取引に関する注記 
1．子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

種類 会社等の名称 

議決権等の
所有 
（被所有）割
合 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 
株式会社 
PowerX  
Manufacturing 

所有 
直接100％ 

管理業務の
受託 
製造委託 
役員の兼任 
資金の借入 
債務被保証 

管理業務
の 
受託（注1） 

1 未収入金 0 

製造委託 
（注1） 282 未払金 55 

資金の借
入 
（注2） 

160 短期借入
金 360 

支払利息 3 未払利息 0 
債務被保
証 
（注3） 

2,750   

子会社 株式会社海上パ
ワーグリッド 

所有 
直接100％ 

資金の貸付 
費用の立替 
役員の兼務 

資金の貸
付 150 短期貸付

金 150 

受取利息 0 未収収益 0 
出向者に
係る 
人件費等
の立替 
（注4） 

37 未収入金 3 

関連会社 PXAM合同会社 所有 
直接35％ 

蓄電池設備 
のリース 

リース債務 
の返済 6 リース債務 

（注5） 187 

支払利息 8   
 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注1）管理業務の受託料及び製造委託料の決定方法は、第三者間取引価格を勘案して決定しております。 
（注2）資金の借入に係る利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保の授受は

ありません。また、資金の借入及び返済に係る取引金額は純額表示しております。 
（注3）当社は、金融機関からの借入金に対する債務保証を株式会社PowerX Manufacturingから受けておりま

す。なお、借入に対する債務被保証の取引金額は当事業年度末の借入金残高を記載しております。ま
た、保証料の支払は行っておりません。 

（注4）出向者に係る人件費等の立替は、実際発生額を精算したものであります。 
（注5）リース債務の期末残高は、流動負債と固定負債の合計額であります。 

 
2．役員及び個人主要株主等 

（単位：百万円） 

種類 氏名 

議決権等の
所有 
（被所有）割
合 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員 大西 英之 被所有 
直接0.30％ 

子会社取締
役 

第三者割
当増資 
（注） 

137 ― ― 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）第三者割当増資については、2024年8月28日付の株主総会の決議に基づき実施されたものであり、当社が

行った増資（96株）を1株1,430,421円で引き受けたものであります。 
 



収益認識に関する注記 
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 
　収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記　5．重要な収益及び費
用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 
 
1株当たり情報に関する注記 

1株当たり純資産額 176円83銭 
1株当たり当期純損失（△） △45円61銭 

 

（注）当社は2025年8月9日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失（△）を算定
しております。 

 
 
重要な後発事象に関する注記 
1．第三者割当による新株式の発行 

連結計算書類「連結注記表　重要な後発事象に関する注記　1．第三者割当による新株式の発行」に記載
した内容と同一であります。 

 
2．新株予約権の行使 

連結計算書類「連結注記表　重要な後発事象に関する注記　2．新株予約権の行使」に記載した内容と同
一であります。 

 
 

 



別紙３　後発事象 
次頁以下のとおり 
 

 



（第三者割当による新株式の発行） 
当社は、2025年12月19日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上
場にあたり、2025年11月21日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増
資による新株式の発行を次のとおり決議し、2026年1月19日に払込が完了いたしました。 
1． 募集方法                  　第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）​
2． 発行する株式の種類及び数    普通株式 1,158,200株​
3． 払込価格                    1株当たり1,020円​
4． 割当価格                    1株当たり1,128.50円​
5． 資本組入額　　　　　　　　  1株当たり564.25円​
6． 割当価格の総額              1,307百万円​
7． 資本組入額の総額            653百万円​
8． 払込期日                    2026年1月19日​
9． 割当先                      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 
10. 資金使途   　             　PowerX Mega Power 2500の開発資金、東京オフィス移転資金、
Power Base第2工場建設資金に充当する予定です。 
 
（新株予約権の行使） 
当連結会計年度の末日後、2026年2月28日までの間に第1回新株予約権、第2回新株予約権、
第5回新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権、及び第10回新株予約権の一部が行
使されております。 
当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。 

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第5回新株予約権 
行使新株予約権数 4,950個 1,000個 234個 
交付株式数 普通株式　49,500株 普通株式　10,000株 普通株式　234,000株 
資本金増加額 1百万円 0百万円 22百万円 
資本準備金増加額 1百万円 0百万円 22百万円 

 
 第8回新株予約権 第9回新株予約権 第10回新株予約権 
行使新株予約権数 21個 5個 93個 
交付株式数 普通株式　21,000株 普通株式　5,000株 普通株式　93,000株 
資本金増加額 7百万円 1百万円 32百万円 
資本準備金増加額 7百万円 1百万円 32百万円 

 
（子会社の新株式発行及び引受） 
　当社の連結子会社である株式会社海上パワーグリッドは、2026年2月27日開催の株主総会に
おいて、当社を含む法人7社を割当先とする第三者割当増資を次のとおり決議し、2026年3月13
日に払込が完了いたしました。また、2026年3月13日付けで同社が発行していた新株予約権の
行使により、次のとおり新株式が発行されております。なお、当該事象による連結の範囲に変更
はございません。 
1．対象会社の概要 

名称 株式会社海上パワーグリッド 
所在地  東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー 43階 
代表者の役職・氏名  代表取締役社長　大西英之 

事業内容 
 電気運搬船の開発・販売および海上電力輸送事業 
 離島および港湾等のマイクログリッド開発 
 離島および洋上におけるデータセンター関連事業 

 



2．第三者割当増資の概要 
発行する株式の種類及び数 A種優先株式 6,109株 
割当価格  1株当たり 180,000円 
資本組入額 1株当たり 90,000円 
割当価格の総額  1,099百万円 
資本組入額の総額  549百万円 
払込期日  2026年3月13日 
割当先  当社を含む法人7社 
資金の使途  海上送電事業の開発及び運転資金に充当する予定です 

（注）当社の取得株式数は1,667株、取得額は300百万円であります。 
 
3．新株予約権の行使による新株発行の概要 

発行する株式の種類及び数 A種優先株式 694株 
行使日  2026年3月13日 
割当価格 1株当たり 144,000円 
資本組入額の総額  50百万円 

 
4．当該事象による当社の持分比率の変動 

第三者割当増資及び新株予約権の行使前  100.00% 
第三者割当増資及び新株予約権の行使後  69.43% 

 
（重要な設備投資） 
当社は、2026年2月27日の執行役会において、「PowerX Mega Power」（以下、「MP」）に係る受
注増加への対応、及び災害発生時の事業継続リスクへの対応の観点から、Power Base第1工
場へのMP製造ラインの増設、及びPower Base Hokkaidoの設置について決議いたしました。ま
た、2026年3月23日の執行役会において、Power Base Hokkaidoの土地及び建物の取得につ
いて決議し、同日付で土地建物売買契約を締結しております。 
 
1．設備投資の目的及び内容 
当社では、系統用蓄電所向けを中心とした蓄電システムに対する受注が好調に推移しており、主
力事業であるBESS事業では2026年2月13日時点で39,209百万円の受注残高（契約締結済み）
を有しております。また、新規事業として量産型データセンター事業についても取組みを開始して
おり、これらの受注及び今後の事業展開を見据えた生産能力の拡充が急務となっております。ま
た、2026年3月時点において当社の生産拠点は岡山県に集中しておりますが、納品先は日本全
国に広がっており、北海道を含む北日本への納入案件も増加傾向にあります。こうした状況を踏
まえて、当社の主力工場であるPower Base第1工場内における製造ラインの増設に加え、需要
地に近い北海道苫小牧市に新工場を設置しMPを生産することで、効率的な製品供給体制の構
築と災害発生時の事業継続リスクの低減を図るものであります。 
 
2．設備投資の内容 

拠点名 Power Base第1工場 Power Base Hokkaido 
所在地 岡山県玉野市 北海道苫小牧市 
設備投資の内容（注）
1 

Power Base第1工場の増床・改修工
事及びMP製造ライン設置 

Power Base苫小牧工場の土地建物
取得、改修及びMP製造ライン設置 

生産能力（注）2 年間生産能力　2GWh 年間生産能力　2GWh 
投資額 2,000百万円 3,000百万円 
資金調達方法 自己資金及び借入金 自己資金及び借入金 



着手予定日 2026年3月 2026年3月 
完了予定日 2027年2月 2027年10月 

（注）1．Power Base Hokkaidoの土地建物につきましては2026年6月の引渡しを予定しておりま
す。 
2．生産能力は、「PowerX Mega Power 2500」の生産可能台数800台に同製品のストレージ容
量を乗じて算出しております。また、生産可能台数は2ライン・常昼で稼働することを前提として算
出しております。 
 
3．業績に与える影響 
本件が2026年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。 
 
（コミットメントライン契約締結について） 
当社は、2026年3月23日開催の執行役会において、以下のシンジケート型コミットメントライン契
約を締結することを決議しました。 
 
1．コミットメントライン契約締結の目的 
受注規模の拡大に伴う今後の短期運転資金需要に対応し、既存のコミットメントライン契約（極度
額40億円）を増額のうえ更新し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することにより財務基
盤の強化を図るものであります。 
 
2．コミットメントライン契約の概要 
(1) 極度                          8,000百万円 
(2) 契約締結日                    2026年3月27日（予定） 
(3) コミットメント期間            2026年3月31日から2027年3月31日 
(4) 参加金融機関　　　　　　　    株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート団 
(5) 適用利率                      Tibor＋スプレッド 
(6) 担保提供資産            　    当社所有不動産及び売掛債権 
(7) 保証                    　　　無保証 
(8) 財務制限条項                  2026年3月以降、毎月末時点の連結純資産額を正の値に維持す
ること 
 
 

 



別紙４ 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等 
次頁以下のとおり 

 





 
 



 
 



 
 



 



 





 



 
 



 



 



 
 



 



 
 





 


